
（一関市都市農村交流館条例の一部改正） 

改正前 改正後 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

利用区分 施設区分 利用料金の限度額 

営利を目的と

しない場合 

談話室 １時間につき 400 円 

多目的ホール １時間につき 400 円 

農村公園 １時間につき 800 円 

販売等の営利

を目的とする

場合 

談話室 売上金額の 10％に相当

する金額 多目的ホール 

農村公園 

  [略] 

利用区分 施設区分 単位 利用料金の限度額 

基本利用料金 冷暖房料 

営利を目的と

しない場合 

談話室 １時間 300 円 60 円

多目的ホール 500 円 100 円

農村公園 800 円 ―

販売等の営利

を目的とする

場合 

談話室 １ 時 間

（冷暖房

料） 

売 上 金 額 の

10％に相当す

る金額 

60 円

多目的ホール 100 円

農村公園 ―

 [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 


